
第 54号 議 案 

令 和 ２ 年 12月 1 8日 
任 用 給 与 課 

東京都人事委員会規則の一部改正等について 

（任用関係、給与関係、勤務時間関係）  

標記の件について、下記Ⅰの東京都人事委員会規則については、別添１のとおり一部

改正し、施行する。  

また、下記Ⅱの東京都規則の一部改正等については申請（別添２）のとおり承認し、

下記Ⅲの人事委員会承認事項の新設については申請（別添３）のとおり承認する。 

記 

Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正（別添１）  

１ 職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の一部を改正する規則 

Ⅱ 東京都規則の一部改正等（別添２）  

１ 警視庁職員任用規程の一部改正 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

４ 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

５ 東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則 

６ 東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則 

７ 東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

８ 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

９ 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第８条、第９条、第23

条及び第26条の規定に基づく請求等に関する規程＜新設＞ 

10 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

11 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 
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12 令和２年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則＜新設＞ 

13 令和２年における学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則＜新設＞ 

14 令和２年における東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する

規則＜新設＞ 

15 令和２年における東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する

規程＜新設＞ 

16 令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程 

＜新設＞ 

17 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

 

Ⅲ 人事委員会承認事項の新設（別添３）  

１ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東

京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について（知事外６任命権者） 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正 

１ 職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の一部を改正する

規則 

旅費条例の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

島しよ等における

退職者の旅費 

第３条の２第１項 

（号新設） 

第２項（新設） 

 

第４項 

（号新設） 

【帰住旅費の支給対象追加に伴う規定整備】 

○ 見出し改正 「島しよ」→「島しよ等」 

○ 人事委員会規則で定める職員（支給対象から除く者）を追加 

  「東京都の区域外の在勤地において退職した場合 退職時の在勤庁の 
近接地以外から当該近接地内に赴任したことのない者」 

○ 人事委員会規則で定める被災地支援の業務を規定 

  「東京都の区域外の在勤庁における東日本大震災に係る被災地支援の 

業務」 

○ 人事委員会規則で定める本邦の地域（帰住先）を追加 

  「旧在勤地が東京都の区域外の在勤地である場合 旧在勤庁の近接地 
以外の本邦の地域」 

○ 第２項新設に伴う項の繰下げ 

 

＜参考＞ 職員の旅費に関する条例 第３条第２項第２号（改正後） 

職員（人事委員会規則で定める者を除く。）が、島しよの区域内の在勤

地又は被災地支援の業務（人事委員会規則で定めるものに限る。）に従事

することを目的とした都の区域外の在勤地において人事委員会規則で定め

る事由により退職となり、その退職の日の翌日から一月以内に旧在勤地を

出発して、人事委員会規則で定める本邦の地域に帰住した場合には、当該

職員 

施 行 期 日 

附則第１項 
  令和３年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

○ 施行日以後に出発する旅行から適用する。 

○ 施行日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発す

る旅行については、従前の例による。 
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Ⅱ 東京都規則等の一部改正 

１ 警視庁職員任用規程の一部改正 

警察官採用試験の受験資格（年齢要件基準日）の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

警察官採用試験の

受験資格及び実施

方法 

別表第１ 

 

【年齢要件基準日の見直しに伴う規定整備】 

  〇 年齢要件の基準日を「試験日現在」から「試験を行う日の属する年度

の３月 31日」に改正 

   （現行） 

      ↓ 

（改正案） 

 備考 １ 年齢は、試験を行う日の属する年度の３月 31 日における年齢を示す。 

Ⅰ類採用試験 Ⅱ類採用試験 Ⅲ類採用試験 

(1)試験日現在において

35歳未満であって、大

学（略）を卒業してい

る者（略） 

(2)試験日現在において

21 歳（略）以上 35 歳

未満であって、大学卒

業程度の学力を有する

者 

(1)試験日現在において

35歳未満であって、短

期大学（略）を卒業し

ている者（略） 

(2)試験日現在において

19 歳（略）以上 35 歳

未満であって、短期大

学卒業程度の学力を有

する者 

(1)試験日現在において

35歳未満であって、高

校を卒業している者

（略） 

(2)試験日現在において

17 歳（略）以上 35 歳

未満であって、高校卒

業程度の学力を有する

者 

Ⅰ類採用試験 Ⅱ類採用試験 Ⅲ類採用試験 

(1)36 歳未満であって、大

学（略）を卒業してい

る者（略） 

(2)22 歳以上 36 歳未満で

あって、大学卒業程度

の学力を有する者 

(1)36 歳未満であって、短

期大学（略）を卒業し

ている者（略） 

(2)20 歳以上 36 歳未満で

あって、短期大学卒業

程度の学力を有する者 

(1)36 歳未満であって、高

校を卒業している者

（略） 

(2)18 歳以上 36 歳未満で

あって、高校卒業程度

の学力を有する者 

第６条第３項に規

定する者の採用選

考基準及び選考方

法 

別表第１の２ 

 

【文言整備】 

 〇 選考する年度の４月１日現在において退職の日から 10 年以内の者 

  →選考を行う日の属する年度の４月１日において退職の日から 10 年以

内の者 

  〇 選考する年度の３月 31 日現在において 60 歳未満である者 

      →選考を行う日の属する年度の３月 31 日において 60歳未満である者 

〇 趣旨 
  災害等の発生に伴って試験日に変更があった場合でも、同一年度の受

験を可能にするため年齢要件の基準日を見直す 
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特別捜査官の採用

選考基準及び選考

方法 

別表第１の３ 

【年齢要件基準日の見直しに伴う規定整備】 

 年齢は、採用する年度の４月１日における年齢を示す。 

→年齢は、選考を行う日の属する年度の３月 31日における年齢を示す。 

別 記 様 式 

別記様式第１ 

別記様式第２ 

別記様式第２の２ 

別記様式第２の３ 

別記様式第４ 

別記様式第５ 

別記様式第６ 

別記様式第７ 

【押印に係る規定の見直し】 

  各様式の「印」を削除 

  

【外国出張に係る辞令の廃止に伴う規定整備】 

  別記様式第６（警察行政職員採用、昇任、降任、配置換、併任、部外派遣、

外国出張、職務換、転職、辞職等） 

 →別記様式第６（警察行政職員採用、昇任、降任、配置換、併任、部外派遣、

職務換、転職、辞職等） 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和３年４月１日 

ただし、別記様式の改正については、令和３年１月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

改正後の規程に基づく採用に関し必要な手続その他の準備行為は、施行日

前においても行うことができる。 
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２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

  介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直しに伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

育児又は介護を行

う職員の深夜勤務

の制限 

第７条の２第９項 

 

【要介護者の範囲の見直しに伴う規定整備】 

〇 同条第５項第３号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者（当該

職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。）と同一の世帯に属さない」

と読み替える旨の規定を追加 

    〇 上記追加に伴う読替え規定の整備 

育児又は介護を行

う職員の超過勤務

の免除 

第７条の２の２ 

第９項 

【要介護者の範囲の見直しに伴う規定整備】 

〇 同条第４項第３号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者（当該

職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。）と同一の世帯に属さない」

と読み替える旨の規定を追加 

〇 上記追加に伴う読替え規定の整備 

育児又は介護を行

う職員の超過勤務

の制限 

第７条の３第９項 

【要介護者の範囲の見直しに伴う規定整備】 

〇  同条第５項第３号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者（当該

職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。）と同一の世帯に属さない」

と読み替える旨の規定を追加 

〇 上記追加に伴う読替え規定の整備 

短期の介護休暇 

第 26条の４第３項 

【要介護者の範囲の見直しに伴う規定整備】 

〇 「職員との続柄」→「職員との続柄等」 

別 記 様 式 

別記第２号様式の２ 

別記第２号様式の３ 

別記第４号様式 

別記第５号様式 

別記第６号様式 

【要介護者の範囲の見直しに伴う規定整備】 

〇 「続柄」→「続柄等」 

〇 「育児又は介護の状況変更届」の「届出の事由」欄に「職員が要介護

者と同一の世帯に属さないこととなった。」を追加 

〇 「申請事由変更届」の「届出の事由」欄に「職員が被介護者と同一の

世帯に属さないこととなった。」を追加 

 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和３年１月１日 

ただし、附則第２項及び附則第３項の規定は公布の日（令和２年 12月 23

日予定） 
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経 過 措 置 

附則第２項 

 

附則第３項 

 

 

附則第４項 

〇 改正後の規則の規定による深夜勤務の制限、超過勤務の免除及び超

過勤務の制限に係る請求及び届出並びに短期の介護休暇に係る請求等

は施行の日前においても行うことができる（会計年度任用職員の勤務

時間、休暇等に関する規則で準用する場合を含む。）。 

〇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

による改正後の条例の規定による介護休暇及び介護時間に係る請求等

はこの規則の施行の日前においても行うことができる（会計年度任用

職員の勤務時間、休暇等に関する規則で準用する場合を含む。）。 

〇 改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

「Ⅱ」の「２」と同様の改正を行う。 

４ 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

子どもの看護休暇 

第 21条 

 【時間を単位とする子どもの看護休暇の要件の改正】 

  １日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

短期の介護休暇 

第 25条 

【時間を単位とする短期の介護休暇の要件の改正】 

１日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

介 護 休 暇 

第 26条第１項 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者又は二親等内の親族」 

→「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

施 行 期 日 

附則第１項 

  令和３年１月１日 

  ただし、附則第２項の規定は公布の日（令和２年 12 月 23 日予定） 

経 過 措 置 

附則第２項 

  改正後の規則の規定による子どもの看護休暇、短期の介護休暇及び介護休

暇に係る請求等は施行の日前においても行うことができる。 
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５ 東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を
改正する規則 

「Ⅱ」の「４」と同様の改正を行う。 

６ 東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部

を改正する規則 

 介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

子どもの看護休暇 

第 21条 

 【時間を単位とする子どもの看護休暇の要件の改正】 

  １日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

短期の介護休暇 

第 25条 

【時間を単位とする短期の介護休暇の要件の改正】 

１日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

介 護 休 暇 

第 26条第１項 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者又は二親等内の親族」 

→「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

 附 則 

 本体附則第 1項 

 

 本体附則第２項 

（新設） 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則の準用】 

〇 第２項の新設に伴い、項番号を追加 

〇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則（「Ⅱ」の「２」の規則）の附則第２項及び附則第３項の規定は、

介護を行う職員について準用する    

施 行 期 日 

附則第１項 

  令和３年１月１日 

  ただし、本体附則の改正及び附則第２項の規定は公布の日（令和２年 12

月 23 日予定） 

経 過 措 置 

附則第２項 

  改正後の規則の規定による子どもの看護休暇、短期の介護休暇及び介護休

暇に係る請求等は施行の日前においても行うことができる。 

７ 東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部

改正  

「Ⅱ」の「６」と同様の改正を行う。 
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８ 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

育児又は介護を行

う会計年度任用職

員の深夜勤務の制

限 

第７条 

【要介護者の範囲の改正】 

  「配偶者（内縁の関係にある者を含む。）又は２親等内の親族」 

→「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。）若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

子どもの看護休暇 

第 19条 

 【時間を単位とする子どもの看護休暇の要件の改正】 

  １日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

慶 弔 休 暇 

第 21条 

  【規定整備】 

  会計年度任用職員の慶弔休暇について、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例施行規則第 24条を準用する旨を規定 

短期の介護休暇 

第 23条 

【時間を単位とする短期の介護休暇の要件の改正】 

１日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

介 護 休 暇 

第 24条 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者（内縁の関係にある者を含む。）又は２親等内の親族」 

→「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

施 行 期 日 

附則第１項 
  令和３年１月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

改正後の規程の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び届出並びに子ど

もの看護休暇、短期の介護休暇及び介護休暇に係る申請は施行の日前におい

ても行うことができる。 
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９ 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第８条、第９条、

第23条及び第26条の規定に基づく請求等に関する規程 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直しに伴い、規程を新設する。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

育児又は介護を行

う会計年度任用職

員の超過勤務の免

除の請求及び届出 

第１条 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置】 

   改正後の規則の規定に基づく警視庁警察職員勤務規程の規定を準用する
会計年度任用職員の超過勤務の免除に係る請求及び届出は、本規程の施行
の日以降行うことができる。 

 

育児又は介護を行

う会計年度任用職

員の超過勤務の制

限の請求及び届出 

第２条 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置】 

   改正後の規則の規定に基づく警視庁警察職員勤務規程の規定を準用する
会計年度任用職員の超過勤務の制限に係る請求及び届出は、本規程の施行
の日以降行うことができる。 

短期の介護休暇

の申請 

第３条 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置】 

改正後の規則の規定に基づく警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規
程の規定を準用する会計年度任用職員の短期の介護休暇に係る申請は、本
規程の施行の日以降行うことができる。 

 
介護時間の申請 

第４条 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置】 

改正後の条例に規定する介護時間の申請は、本規程の施行の日以降行うこ

とができる。 

施 行 期 日 

附則 
  令和２年 12 月 23 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
　10　



10 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

特 別 休 暇 

第 18条の２ 

第１項 

 第３項（削除） 

第３項（繰上げ） 

第４項（繰上げ） 

第５項（繰上げ） 

第６項（繰上げ） 

【時間を単位とする子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の要件の改正】 

〇 １日につき定められた勤務時間が４時間以上である時間講師に限る

とする規定を削除 

〇 上記削除に伴う規定整備 

 

介 護 休 暇 

第 18条の３第１項 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者又は二親等内の親族」 

→「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

施 行 期 日 

附則第１項 

  令和３年１月１日 

  ただし、附則第２項の規定は公布の日から施行する。 

経 過 措 置 

附則第２項 

  改正後の規則の規定による子どもの看護休暇、短期の介護休暇及び介護

休暇に係る請求等は施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　11　



11 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

介 護 休 暇 

第 22条第１項 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者又は二親等内の親族」 

→「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

派 遣 

第 37条第３項第 1号 

 【文言整備】 

    「第 22 条の２第１項及び第３項、第 28条第３項並びに第 29条第４項及び

第５項」 

 →「第 22 条の２第１項及び第３項並びに第 28条第３項」 

施 行 期 日 

附則第１項 

  令和３年１月１日 

  ただし、附則第２項の規定は公布の日から施行する。 

経 過 措 置 

附則第２項 

  改正後の規則の規定による介護休暇に係る申請等は施行の日前においても

行うことができる。 
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12 令和２年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則 

慶弔休暇（結婚休暇）の取得可能期間の特例を措置するため、規則を新設する。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

規 定 の 内 容 

本文 

〇 趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、特例を措置する。 

【慶弔休暇（結婚休暇）の取得可能期間の特例】 

   「結婚の日」が令和元年７月１日から令和３年１月６日までの間にある職

員の慶弔休暇（結婚休暇）の取得可能期間の始期を「結婚の日の１週間前の

日から当該結婚の日後６月を経過する日まで」から「令和３年１月１日から

同年 12 月 31 日まで」とする（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関

する規則で準用する場合を含む。）。  

【参考】 

  慶弔休暇（結婚休暇） 

・職員が結婚する場合に引き続く７日間の範囲内で承認 

・休暇の始期は、結婚の日（婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職

員が選択した日）の１週間前の日から６月を経過するまでの期間内の日 

    

施 行 期 日 

附則第１項 

  令和３年 1 月 1 日 

ただし、附則第２項の規定は公布の日から施行する。 

経 過 措 置 

附則第２項 

    この規則の適用を受ける職員の慶弔休暇に係る申請は、施行の日前におい

ても行うことができる。 

 

13 令和２年における学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則 

14 令和２年における東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に

関する規則 

15 令和２年における東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に

関する規程 

16 令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程 

「Ⅱ」の「12」と同様の新設を行う。 
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17 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

子どもの看護休暇 

第 20条 

 【時間を単位とする子どもの看護休暇の要件の改正】 

  １日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

慶 弔 休 暇 

第 22条 

  【特例規則の制定に伴う規定整備】 

  準用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第 24条の

規定に特例に関する規則の規定を含む旨を規定 

短期の介護休暇 

第 24条 

【時間を単位とする短期の介護休暇の要件の改正】 

１日につき定められた勤務時間が４時間以上である職員に限るとする要件

を削除 

介 護 休 暇 

第 25条 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者又は二親等内の親族」 

→「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

施 行 期 日 

附則第１項 

  令和３年１月１日 

 ただし、第 22 条に関する改正規定は、令和２年 12 月 23 日から施行する。

経 過 措 置 

附則第２項 

  改正後の規程の規定による子どもの看護休暇、短期の介護休暇及び介護休

暇に係る請求等は施行の日前においても行うことができる。 

経 過 措 置 

附則第３項 

深夜勤務の制限、超過勤務の免除、超過勤務の制限に係る請求及び届出並

びに介護時間に係る請求等は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則（「Ⅱ」の「２」の規則）の施行の日前におい

ても行うことができる。 
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Ⅲ 人事委員会承認事項の新設 

１ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（知事・教育委員会・議会・監査・選挙管理委員会・人事委員会・漁業調整委員会） 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、経験年数換算の

特例を新設する。 

項   目 内           容 

１ 経験年数換 

算の特例 

【経験年数換算の上限に係る特例】 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類)に合格

し、東京都職員として採用される者については、初任給、昇格及び昇給等

に関する規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

２ 適用年月日 令和３年１月１日 

【参考】初任給、昇格及び昇給等に関する規則 （昭和48年東京都人事委員会規則第３号）（抄） 

（経験年数の起算及び換算） 

第６条 （略） 

２ 級別資格基準表の試験（選考）欄に対応する基準学歴若しくは学歴免許等欄の区分の適用に当たつ

て用いる学歴免許等の資格を取得した時又は経験年数起算表に定めるところにより得られた時以後の

職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第４に定める経

験年数換算表（以下「経験年数換算表」という。）に定めるところにより職員としてその職務に在職

した年数に換算することができる。 

別表第４ 経験年数換算表（第６条関係）（抄） 

経歴の種類 職員の職務との関係 換算率 備考 

国家公務員等、地方公務員

又は公共企業体、政府関係

機関若しくは外国政府の職

員としての在職期間 

職務の種類が同種のもの 10 

 

その他のもの ８ 

（略） 

その他の期間 ５ 
経験年数は 10 年（換算後５年）

を限度とする。 

 

 

 

 

 

網掛け部分の経験年数の上限を 10 年とする規定を適用しない。 
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監．警．人１．企第５９４６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ７ 日

東 京 都 人 事 委 員 会 殿

警視総監 斉 藤 実

警視庁職員任用規程の一部改正について（申請）

みだしのことについては、下記のとおり申請します。

記

１ 改正の理由

(1) 警察官採用試験の受験資格（年齢要件基準日）を改正することにより、新型コロナウイルス

感染症拡大をはじめとする災害等の突発的な出来事による事象の発生に伴って採用試験日

に変更等があった場合でも、同一年度の受験を可能にするため

(2) 前(1)の改正を踏まえ、警視庁職員任用規程に定める採用選考の受験資格（年齢要件基準日）

についても統一する必要があるため

(3) 行政手続における押印に係る規定を見直すため

(4) 外国出張に伴う辞令交付を廃止し、事務効率化を図るため

２ 改正の内容

新旧対照表のとおり

３ 施行期日

令和３年４月１日

ただし、前記１(3)及び（4）に関する規定は、令和３年１月１日から施行する。
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２総人職第７３７号  

令和２年１２月１４日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 20条等に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第 55号） 

 

２ 改正の理由 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２教人勤第２２７号  

令和２年１２月９日 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

                         東 京 都 教 育 委 員 会 

                         （公 印 省 略） 

 

 

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、学校職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第 45号）第 21条等に基づき、承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都教育委員会規則

第５号） 

 

２ 改正の理由 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２総人職第７３８号  

令和２年１２月１４日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条第２項に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 27年東京都規則第４号） 

 

２ 改正の理由 

  介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 

　19　



２教人職第１８９９号 

令和２年１２月１０日 

 

 

 東京都人事委員会 殿 

 

 

                             東京都教育委員会 

                               （公印省略） 

 

 

東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の 

一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、学校職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 45号）第２０条の２の規定に基づき、承認方申請し

ます。 

 

                 記 

 

１ 改正する規則 

東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 27年東京都教育

委員会規則第９号） 

 

２ 改正の理由 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の改正に伴い、所要の改正を行う必要がある

ため 

 

３ 改正案文 

  別添のとおり 
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２教総総第 1881 号  

令和２年 12 月 14 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東京都教育委員会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の 

一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条第２項に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 改正する規則 

  東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 27年東京都

規則第８号） 

 

２ 改正の理由 

  介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の改正に伴い、所要の改正を行う必要があ

るため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２ 議 総 第 ６ ４ ２ 号  

令和２年１２月１４日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都議会議長 

                            石 川 良 一 

                           （公 印 省 略） 

 

 

東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の 

一部改正について（申請） 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成７年東京都条例第 15号）第 19条第２項に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

１ 改正する規則 

東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成 27年東京都議会 

議長訓令第５号） 

 

２ 改正の理由 

  介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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監．総．企．管第６０６１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

東 京 都 人 事 委 員 会 殿

警 視 総 監 斉 藤 実

（ 公 印 省 略 ）

警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について（申請）

このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、職員の勤務時間、休日、休暇

（ ） 、 。等に関する条例 平成７年東京都条例第 号 第 条第２項に基づき 承認を申請します15 19

記

１ 改正する規程

警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日訓令

甲第１７号）

２ 改正の理由

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の改正に伴い、所要の改正を行う必要が

あるため

３ 改正案文

別紙のとおり
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監．総．企．管第６０６２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

東 京 都 人 事 委 員 会 殿

警 視 総 監 斉 藤 実

（ 公 印 省 略 ）

警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第８条、第９条、第２３条

及び第２６条の規定に基づく請求等に関する規程の制定（申請）

このことについて、別紙のとおり警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規

程第８条、第９条、第２３条及び第２６条の規定に基づく請求等に関する規程を制定したい

ので、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 号）第 条15 19

第２項に基づき、承認を申請します。
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２ 教 人 勤 第 ２ ２ ０ 号 

令和２年１２月１０日 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（公 印 省 略） 

 

 

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部改正について (申請) 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、都立学校等に勤務する講師の報酬

等に関する条例（昭和 49年東京都条例第 30号）第５条の規定に基づき、承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則（昭和 49年東京都教育委員会規則第 24号） 

 

２ 改正の理由 

  介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２ 教 人 勤 第 ２ ２ １ 号 

令和２年１２月１０日 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

                                 （公 印 省 略） 

 

 

都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部改正について (申請) 

 

 

 このことについて、下記のとおり改正する必要があるため、都立学校等に勤務する講師の報酬

等に関する条例（昭和 49年東京都条例第 30号）第 10条等の規定に基づき、承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則（平成 19年東京都教育委員会規則第 60号） 

 

２ 改正の理由 

  介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の拡大等に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２ 総 人 職 第 7 6 1 号 

令和２年 12 月 14 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

令和２年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則の制定について（申請） 

 

 

 このことについて、別紙のとおり令和２年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則を制定

したいので、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第 15 号）第 16

条第２項の規定に基づき、承認を申請します。 
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２教人勤第２２９号  

令和２年１２月１４日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

 

   東 京 都 教 育 委 員 会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和２年における学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則の制定について（申請） 

 

 

このことについて、別紙のとおり令和２年における学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則を

制定したいので、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第４５

号）第１７条第２項の規定に基づき、承認を申請します。 
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２ 教 総 総 第 1 9 3 8 号 

令和２年 12 月 14 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東京都教育委員会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和２年における東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に 

関する規則の制定について（申請） 

 

 

 このことについて、別紙のとおり令和２年における東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔

休暇の特例に関する規則を制定したいので、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

７年東京都条例第 15号）第 19条第２項の規定に基づき、承認を申請します。 
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２ 議 総 第 ６ ７ ９ 号 

令和２年１２月１４日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都議会議長 

                             石 川  良 一  

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

 令和２年における東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の制定に

ついて（申請） 

 

 

 このことについて、別紙のとおり令和２年における東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔

休暇の特例に関する規程を制定したいので、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

７年東京都条例第 15号）第 19条第２項の規定に基づき、承認を申請します。 
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監．総．企．管第６０６３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

東 京 都 人 事 委 員 会 殿

警 視 総 監 斉 藤 実

（ 公 印 省 略 ）

令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程の制定（申請）

このことについて、別紙のとおり令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の

特例に関する規程の制定したいので、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７

年東京都条例第 号）第 条第２項に基づき、承認を申請します。15 19
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２ 総 人 制 第 7 2 4 号 

令 和 ２ 年 12 月 11 日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子 

     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２ 教 人 勤 第 ２ ２ ６ 号 

令和２年１２月１１日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条及び「学校職員の級別資格基準に

関する規則」（昭和 33年東京都人事委員会規則第３号。以下「級に関する規則」という。）第９条の

適用について、下記のとおり特例を設けたく初任給規則第 35 条及び級に関する規則第 13 条の規定

に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

⑴ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）（以下「採用試験」という。）

に合格し、東京都職員（「学校職員の給与に関する条例」（昭和 31 年東京都条例第 68 号。以下

「学校職員給与条例」という。）に規定する学校職員を除く。）として採用される者については、

初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

⑵ 採用試験に合格し、学校職員給与条例に規定する学校職員のうち事務職員として採用される

者については、級に関する規則第９条により準用する初任給規則第６条第２項の経験年数換算

表の適用において、⑴の特例を準用する。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２議総第６５３号 

令和２年１２月１１日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 議 会 議 長        

              石 川  良 一 

     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２ 監 総 第 ６ ９ ４ 号 

令 和 ２ 年 12 月 11 日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京都代表監査委員        

                茂 垣 之 雄  

        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２ 選 総 第 9 7 9 号 

令 和 ２ 年 12 月 11 日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 選 挙 管 理 委 員 会 

委員長 澤 野  正 明 

      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２人委総第 765 号 

令和２年 12月 14日 

 

東京都人事委員会  殿 

 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 

委 員 長  青 山  佾 

（公印省略）       

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員

に採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験

に合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48

年東京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のと

おり特例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員とし

て採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用し

ない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２東京漁調第１２０号 

令和２年１２月１１日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京海区漁業調整委員会 

               会長 有元 貴文 

      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都 

職員に採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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～ 目 次 ～～ 

Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正 

１ 職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の一部を改正する規則（２頁） 

別添１ 

規 則 改 正 案 文 一 覧 
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職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

の

二

の

見

出

し

中

「

島

し

よ

」

を

「

島

し

よ

等

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

退

職

時

の

在

勤

庁

が

存

す

る

一

島

の

区

域

外

か

ら

当

該

区

域

内

に

赴

任

し

た

こ

と

の

な

い

者

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

者

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

 

一

 

島

し

よ

の

区

域

内

の

在

勤

地

に

お

い

て

退

職

し

た

場

合

 

退

職

時

の

在

勤

庁

が

存

す

る

一

島

の

区

域

外

か

ら

当

該

区

域

内

に

赴

任

し

た

こ

と

の

な

い

者

 

二

 

東

京

都

の

区

域

外

の

在

勤

地

に

お

い

て

退

職

し

た

場

合

 

退

職

時

の

在

勤

庁

の

近

接

地

以

外

か

ら

当

該

近

接

地

内

に

赴

任

し

た

こ

と

の

な

い

者
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第

三

条

の

二

第

四

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

三

項

中

「

旧

在

勤

庁

が

存

す

る

一

島

の

区

域

外

の

本

邦

の

地

域

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

地

域

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

 

一

 

旧

在

勤

地

が

島

し

よ

の

区

域

内

の

在

勤

地

で

あ

る

場

合

 

旧

在

勤

庁

が

存

す

る

一

島

の

区

域

外

の

本

邦

の

地

域
 

二

 

旧

在

勤

地

が

東

京

都

の

区

域

外

の

在

勤

地

で

あ

る

場

合

 

旧

在

勤

庁

の

近

接

地

以

外

の

本

邦

の

地

域

 

第

三

条

の

二

中

第

三

項

を

第

四

項

と

し

、

第

二

項

を

第

三

項

と

し

、

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

条

例

第

三

条

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

被

災

地

支

援

の

業

務

は

、

東

京

都

の

区

域

外

の

在

勤

庁

に

お

け

る

東

日

本

大

震

災

に

係

る

被

災

地

支

援

の

業

務

と

す

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

等

に

よ

る

旅

費

規

則

第

三

条

の

二

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

出

発

す

る

旅

行

か

ら

適

用

し

、

同

日

前

に

出

発

し

た

旅

行

及

び

同

日

前

に

退

職

し

た

者

が

同

日

以

後

に

出

発

す

る

旅

行

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前
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の

例

に

よ

る

。
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～ 目 次 ～～ 

Ⅱ 東京都規則の一部改正等 

１ 警視庁職員任用規程の一部改正（２頁） 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（４頁） 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（10頁） 

４ 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（17頁） 

５ 東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

（18頁） 

６ 東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

（20頁） 

７ 東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（23頁） 

８ 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（25頁） 

９ 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第８条、第９条、第23条及び第26

条の規定に基づく請求等に関する規程（27頁） 

10 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則（29頁） 

11 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則（31頁） 

12 令和２年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則（33頁） 

13 令和２年における学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則（35頁） 

14 令和２年における東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則（38頁） 

15 令和２年における東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程（41頁） 

16 令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程（43頁） 

17 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（44頁） 

別添２ 

規 則 改 正 等 案 文 一 覧 
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存 続 期 間

訓令甲第 号

警視庁職員任用規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和２年１２月 日

警視総監 斉 藤 実

警視庁職員任用規程の一部を改正する規程

警視庁職員任用規程（昭和６１年３月２７日訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。

別表第１受験資格の部年齢及び学力の項Ⅰ類採用試験の欄中「試験日現在において３５歳」を

「３６歳」に、「試験日現在において２１歳（同一年度内に２２歳となる者）以上３５歳」を「２２

」 、 「 」 「 」 、歳以上３６歳 に改め 同項Ⅱ類採用試験の欄中 試験日現在において３５歳 を ３６歳 に

「試験日現在において１９歳（同一年度内に２０歳となる者）以上３５歳」を「２０歳以上３６

歳」に改め、同項Ⅲ類採用試験の欄中「試験日現在において３５歳」を「３６歳」に 「試験日、

現在において１７歳（同一年度内に１８歳となる者）以上３５歳」を「１８歳以上３６歳」に改

め、同表備考の項中

「 現に警視庁の警察官である者が警察官採用試験を受験する場合は、適性検査及び身体検
を

査を免除するものとし、合格者は合格した採用試験の区分に応じた巡査として任用する。 」

「１ 年齢は、試験を行う日の属する年度の３月３１日における年齢を示す。
２ 現に警視庁の警察官である者が警察官採用試験を受験する場合は、適性検査及び身体 に
検査を免除するものとし、合格者は合格した採用試験の区分に応じた巡査として任用する。 」

改める。

別表第１の２選考基準の部経歴等の項中「選考する年度の４月１日現在」を「選考を行う日の

属する年度の４月１日」に改め、同部年齢の項中「選考する年度の３月３１日現在」を「選考を

行う日の属する年度の３月３１日」に改める。

別表第１の３備考の項中「採用する年度の４月１日」を「選考を行う日の属する年度の３月３１

日」に改める。

別記様式第１から様式第２の３までの規定中「印」を削る。

別記様式第４中「印」を削る。

別記様式第５及び様式第６中「、外国出張」及び「印」を削る。

別記様式第７（１枚目）中「印」を削る。

附 則
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（施行期日）

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別記様式第１から様式第７までの改

正規定は、同年１月１日から施行する。

（準備行為）

２ この訓令による改正後の警視庁職員任用規程に基づく採用に関し必要な手続その他の準備行

為は、施行日前においても行うことができる。
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職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

 

則
 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

規

則

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

条

の

二

第

九

項

中

「

第

五

項

第

三

号

及

び

第

四

号

」

を

「

第

五

項

第

四

号

」

に

、

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

次

の

各

号

」

に

、

「

「

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

「

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

」

に

改

め

、

「

消

滅

し

た

」

と

」

の

下

に

「

、

同

項

第

三

号

中

「

子

と

同

居

し

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

要

介

護

者

（

当

該

職

員

の

配

偶

者

及

び

二

親

等

内

の

親

族

を

除

く

。

）

と

同

一

の

世

帯

に

属

さ

な

い

」

と

」

を

加

え

、

「

前

項

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

前

項

各

号

」

に

、

「

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

前

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

」

に

、

「

第

五

項

第

一

号

又

は

第

二

号

」

を

「

第

五

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

中

「

第

四

項

第

三

号

並

び

に

」

及

び

「

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

と

あ

る

の

は

「

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

と

、

同

項

」

を

削

り

、

「

消

滅

し

た

」

と

」

の

下

に

「

、

同

項

第

三

号

中

「

子

と

同

居

し

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

要

介

護

者

（

当

該

職

員

の

配

偶

者

及

び

二

親

等

内

の

親

族

を

除

く

。

）

と

同

一

の

世

帯

に

属

さ

な

い

」

と

」

を

加

え

、

「

第

五

項

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

第

五

項

中

「

次

の

」

に

、

「

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

前

項

」

に

、

「

第

四

項

各

号

」

及

び

「

第

四

項

第

一

号

又

は

第

二

号

」

を

「

第

四

項

」

に

改
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め

る

。

 
第

七

条

の

三

第

九

項

中

「

第

五

項

第

三

号

並

び

に

」

及

び

「

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

と

あ

る

の

は

「

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

と

、

同

項

」

を

削

り

、

「

消

滅

し

た

」

と

」

の

下

に

「

、

同

項

第

三

号

中

「

子

と

同

居

し

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

要

介

護

者

（

当

該

職

員

の

配

偶

者

及

び

二

親

等

内

の

親

族

を

除

く

。

）

と

同

一

の

世

帯

に

属

さ

な

い

」

と

」

を

加

え

、

「

第

六

項

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

第

六

項

中

「

次

の

」

に

、

「

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

前

項

」

に

、

「

第

五

項

各

号

」

及

び

「

第

五

項

第

一

号

又

は

第

二

号

」

を

「

第

五

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

六

条

の

四

第

三

項

中

「

続

柄

」

を

「

続

柄

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

二

中

「

続
 

 
 

 
 

柄
」

を

「

続
 

 
柄

 
 

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

三

中

 

「

 

 

□
 

要
介

護
者

と
職

員
と

の
親

族
関

係
が

消
滅

し
た

。
 

 

 

 

」

 

を

 
 
 

 
(
消

滅
の

理
由

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)
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「
 

 

□
 

要
介

護
者

と
職

員
と

の
親

族
関

係
が

消
滅

し
た

。
 

 

 

 

」

 

に

改

め

る

。

 
 
 

 
(
消

滅
の

理
由

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)
 

 
□

 
職

員
が

要
介

護
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

さ
な

い
こ

と
と

な
っ

た
。

 

 
 

 
 

  
 

 

別

記

第

四

号

様

式

中

「
続

柄

」

を

「

続
柄

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

五

号

様

式

中

 

「

 

 

□
 

被
介

護
者

と
の

親
族

関
係

に
変

更
が

あ
っ

た
。

 

 

 

」

 

を

 
 
 

 

 

「
 

 

□
 

被
介

護
者

と
の

親
族

関
係

に
変

更
が

あ
っ

た
。

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

　6　



 
□

 
職

員
が

被
介

護
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

さ
な

い
こ

と
と

な
っ

た
。

 
 

に

改

め

る

。

 

 
 

」

 
 

 
 

 
 

  
 

第

六

号

様

式

中

「

続
 

 
 

 
柄

」

を

「

続
 

 
柄

 
 
等

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

及

び

附

則

第

三

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

七

条

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

二

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

四

号

。

以

下

「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

）

第

九

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

深

夜

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

七

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

九

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

、

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

一

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

超

過

勤
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務

の

免

除

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

六

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

、

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

三

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

二

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

一

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

超

過

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

三

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

七

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

一

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

並

び

に

改

正

後

の

規

則

第

二

十

六

条

の

四

に

規

定

す

る

短

期

の

介

護

休

暇

の

請

求

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

東

京

都

条

例

第

●

号

）

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

七

年

東

京

都

条

例

第

十

五

号

。

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

七

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

及

び

改

正

後

の

条

例

第

十

七

条

の

二

に

規

定

す

る

介

護

時

間

に

係

る

請

求

等

は

、

改

正

後

の

規

則

第

二

十

七

条

及

び

改

正

後

の

規

則

第

二

十

七

条

の

二

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

八

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

の

例

に

よ

り

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

様

式

（

こ

の

規

則

に

よ

り

改

正

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

に

よ

る

用

紙

で

、

　8　



現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

 
 

令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

 

京

 

都

 

教

 

育

 

委

 

員

 

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

 

号

 

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

条

の

二

第

九

項

中

「

第

五

項

第

三

号

及

び

第

四

号

」

を

「

第

五

項

第

四

号

」

に

、

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

次

の

各

号

」

に

、

「

「

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

「

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

」

に

改

め

、

「

消

滅

し

た

」

と

」

の

下

に

「

、

同

項

第

三

号

中

「

子

と

同

居

し

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

要

介

護

者

（

当

該

職

員

の

配

偶

者

及

び

二

親

等

内

の

親

族

を

除

く

。

）

と

同

一

の

世

帯

に

属

さ

な

い

」

と

」

を

加

え

、

「

前

項

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

前

項

各

号

」

に

、

「

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

前

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

」

に

、

「

第

五

項

第

一

号

又

は

第

二

号

」

を

「

第

五

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

中

「

第

四

項

第

三

号

並

び

に

」

及

び

「

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

と

あ

る

の

は

「

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

と

、

同

項

」

を

削

り

、

「

消

滅

し

た

」

と

」

の

下

に

「

、

同

項

第

三

号

中

「

子

と

同

居

し

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

要

介

護

者

（

当

該

職

員

の

配

偶

者

及

び

二

親

等

内

の

親

族

を

除

く

。

）

と

同

一

の

世

帯

に

属

さ

な

い

」

と

」

を

加

え

、

「

第

五

項

中

「

次
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の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

第

五

項

中

「

次

の

」

に

、

「

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

前

項

」

に

、

「

第

四

項

各

号

」

及

び

「

第

四

項

第

一

号

又

は

第

二

号

」

を

「

第

四

項

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

の

三

第

九

項

中

「

第

五

項

第

三

号

並

び

に

」

及

び

「

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

と

あ

る

の

は

「

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

と

、

同

項

」

を

削

り

、

「

消

滅

し

た

」

と

」

の

下

に

「

、

同

項

第

三

号

中

「

子

と

同

居

し

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

要

介

護

者

（

当

該

職

員

の

配

偶

者

及

び

二

親

等

内

の

親

族

を

除

く

。

）

と

同

一

の

世

帯

に

属

さ

な

い

」

と

」

を

加

え

、

「

第

六

項

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

」

を

「

第

六

項

中

「

次

の

」

に

、

「

前

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

」

を

「

前

項

」

に

、

「

第

五

項

各

号

」

及

び

「

第

五

項

第

一

号

又

は

第

二

号

」

を

「

第

五

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

七

条

の

四

第

三

項

中

「

続

柄

」

を

「

続

柄

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

二

中

「

続
 

 
 

 
 

柄
」

を

「

続
 

 
柄

 
 

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

二

号

様

式

の

三

中

 

「

 

 

□
 

要
介

護
者

と
職

員
と

の
親

族
関

係
が

消
滅

し
た

。
 

 

 

 

」

 

を

 
 
 

 
(
消

滅
の

理
由

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)
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「
 

 

□
 

要
介

護
者

と
職

員
と

の
親

族
関

係
が

消
滅

し
た

。
 

 

 

 

」

 

に

改

め

る

。

 
 
 

 
(
消

滅
の

理
由

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)
 

 
□

 
職

員
が

要
介

護
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

さ
な

い
こ

と
と

な
っ

た
。

 

 
 

 
 

  
 

 

別

記

第

四

号

様

式

中

「

続
柄

」

を

「

続
柄

等

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

五

号

様

式

中

 

「

 

 

□
 

被
介

護
者

と
の

親
族

関
係

に
変

更
が

あ
っ

た
。

 

 

 

」

 

を

 
 
 

 

 

「
 

 

□
 

被
介

護
者

と
の

親
族

関
係

に
変

更
が

あ
っ

た
。
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□

 
職

員
が

被
介

護
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

さ
な

い
こ

と
と

な
っ

た
。

 
 

に

改

め

る

。

 

 
 

」

 
 

 
 

 
 

  
 

第

六

号

様

式

中

「

続
 

 
 

 
柄

」

を

「

続
 

 
柄

 
 
等

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

及

び

附

則

第

三

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

七

条

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

二

項

（

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

。

以

下

「

日

勤

講

師

規

則

」

と

い

う

。

）

第

十

九

条

の

三

及

び

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

九

号

。

以

下

　14　



「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

）

第

九

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

深

夜

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

七

項

（

日

勤

講

師

規

則

第

十

九

条

の

三

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

九

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

、

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

一

項

（

日

勤

講

師

規

則

第

十

九

条

の

四

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

超

過

勤

務

の

免

除

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

二

の

二

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

六

項

（

日

勤

講

師

規

則

第

十

九

条

の

四

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

、

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

三

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

二

項

（

日

勤

講

師

規

則

第

十

九

条

の

五

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

一

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

超

過

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

規

則

第

七

条

の

三

第

九

項

で

準

用

す

る

同

条

第

七

項

（

日

勤

講

師

規

則

第

十

九

条

の

五

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

十

一

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

並

び

に

改

正

後

の

規

則

第

二

十

七

条

の

四

（

日

勤

講

師

規

則

第

二

十

一

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

短

期

の

介

護

休

暇

の

請

求

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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３

 
学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

東

京

都

条

例

第

●

号

）

に

よ

る

改

正

後

の

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

七

年

東

京

都

条

例

第

四

十

五

号

。

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

八

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

及

び

改

正

後

の

条

例

第

十

八

条

の

二

に

規

定

す

る

介

護

時

間

に

係

る

請

求

等

は

、

改

正

後

の

規

則

第

二

十

八

条

及

び

改

正

後

の

規

則

第

二

十

八

条

の

二

（

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

。

）

第

十

九

条

、

日

勤

講

師

規

則

第

二

十

二

条

の

二

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

八

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

の

例

に

よ

り

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

様

式

（

こ

の

規

則

に

よ

り

改

正

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

 

則
 

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

一

条

及

び

第

二

十

五

条

中

「

、

「

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

あ

る

の

は

「

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

四

時

間

以

上

で

あ

る

職

員

に

限

り

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

」

を

削

る

。

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

又

は

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

又

は

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

第

二

十

一

条

に

規

定

す

る

子

ど

も

の

看

護

休

暇

、

同

規

則

第

二

十

五

条

に

規

定

す

る

短

期

の

介

護

休

暇

及

び

同

規

則

第

二

十

六

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

に

係

る

請

求

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 
 

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

十

一

条

及

び

第

二

十

五

条

中

「

、

「

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

あ

る

の

は

「

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

四

時

間

以

上

で

あ

る

職

員

に

限

り

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

」

を

削

る

。

 

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

又

は

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

又

は

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

第

二

十

一

条

に

規

定

す

る

子

ど

も

の

看

護

休

暇

、

同

規

則

第

二

十

五

条

に

規

定

す

る

短

期

の

介

護

休

暇

及

び

同

規

則

第

二

十

六

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

に

係

る

請

求

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 
 

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

一

条

及

び

第

二

十

五

条

中

「

、

「

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

あ

る

の

は

「

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

四

時

間

以

上

で

あ

る

職

員

に

限

り

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

」

を

削

る

。

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

又

は

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

又

は

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

」

を

加

え

る

。

 

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

令

和

二

年

東

京

都

規

則

第

●

号

）

附

則

第

二

項

及

び

附

則

第

三

項

の

規

定

は

、

介

護

を

行

う

職

員

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

附

則

に

一

項

を

加

え

る

改

正

規

定

及

び

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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２

 
こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

第

二

十

一

条

に

規

定

す

る

子

ど

も

の

看

護

休

暇

、

同

規

則

第

二

十

五

条

に

規

定

す

る

短

期

の

介

護

休

暇

及

び

同

規

則

第

二

十

六

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

に

係

る

請

求

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

 
 

号

 

東

京

都

議

会

議

会

局

 

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

程

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

東

京

都

議

会

議

長

 

石

 

川

 

良

 

一

 

第

二

十

条

及

び

第

二

十

四

条

中

「

、

「

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

あ

る

の

は

「

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

四

時

間

以

上

で

あ

る

職

員

に

限

り

一

時

間

を

単

位

と

し

て

」

と

」

を

削

る

。

 

第

二

十

五

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

又

は

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

又

は

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

」

を

加

え

る

。

 

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

令

和

二

年

東

京

都

規

則

第

●

号

）

附

則

第

二

項

及

び

附

則

第

三

項

の

規

定

は

、

介

護

を

行

う

職

員

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

を

附

則

第

一

項

と

し

、

附
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則

に

一

項

を

加

え

る

改

正

規

定

及

び

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 
こ

の

訓

令

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

程

第

二

十

条

に

規

定

す

る

子

ど

も

の

看

護

休

暇

、

同

規

程

第

二

十

四

条

に

規

定

す

る

短

期

の

介

護

休

暇

及

び

同

規

程

第

二

十

五

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

に

係

る

請

求

等

は

、

こ

の

訓

令

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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１ 年 保 存  

令和４年３月３１日まで 

  

訓令乙第●号 

警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第８条、第９条、第２３条及び

第２６条の規定に基づく請求等に関する規程を次のように定める。 

  令和２年１２月２３日 

 

                           警視総監  斉 藤   実 

 

 

警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第８条、第９条、第２３条及び 

第２６条の規定に基づく請求等に関する規程 

 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の免除の請求及び届出） 

第１条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（令和２年

東京都規則第●号。）による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平

成７年東京都規則第５５号。以下「改正後の規則」という。）に基づく警視庁警察職員勤務規

程（平成１２年３月２４日訓令甲第１６号。以下「勤務規程」という。）第１５条の２の規定

を準用する警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日

訓令甲第１７号。以下「会計年度任用職員規程」という。）第８条に規定する育児又は介護を

行う会計年度任用職員の超過勤務の免除に係る請求及び届出は、この訓令の施行の日以降行う

ことができる。 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限の請求及び届出） 

第２条 改正後の規則に基づく勤務規程第１５条の３の規定を準用する会計年度任用職員規程

第９条に規定する育児又は介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限に係る請求及び届

出は、この訓令の施行の日以降行うことができる。 

（短期の介護休暇の申請） 

第３条 改正後の規則に基づく警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程（平成７年３月３１

日訓令甲第１７号）第２０条の４の規定を準用する会計年度任用職員規程第２３条に規定する

短期の介護休暇に係る申請は、この訓令の施行の日以降行うことができる。 

（介護時間の申請） 

第４条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（令和２年東京都条

例第●号。）による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条

例第１５号。）第１７条の２に規定する介護時間に係る申請は、改正後の規則第２７条の２の

規定に準ずる会計計年度任用職員規程第２６条の規定の例により、この訓令の施行の日以降行

うことができる。 

   附 則 
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 この訓令は、令和２年１２月２３日から施行する。 
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

十

八

条

の

二

第

一

項

第

二

号

中

「

第

七

項

」

を

「

第

六

項

」

に

改

め

、

同

条

中

第

三

項

を

削

り

、

第

四

項

を

第

三

項

と

し

、

第

五

項

を

第

四

項

と

し

、

第

六

項

を

第

五

項

と

し

、

同

条

第

七

項

中

「

第

五

項

」

を

「

第

四

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

す

る

。

 

第

十

八

条

の

三

第

一

項

中

「

配

偶

者

又

は

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

又

は

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

第

十

八

条

の

二

に

規

定

す

る

子

ど

も

の

看

護

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇

並

び

に

同

規

則

第

十

八

条

の

三

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

に

係

る

請

求

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

二

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

又

は

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

又

は

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

」

を

加

え

る

。

 

 

第

三

十

七

条

第

三

項

第

一

号

中

「

、

第

二

十

八

条

第

三

項

並

び

に

第

二

十

九

条

第

四

項

及

び

第

五

項

」

を

「

並

び

に

第

二

十

八

条

第

三

項

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

第

二

十

二

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

に

係

る

申

請

等

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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令

和

二

年

に

お

け

る

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

 

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

規

則

第

五

十

五

号

。

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

四

条

第

三

項

（

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

四

号

。

以

下

「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

三

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

結

婚

の

日

が

令

和

元

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

三

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

（

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

当

該

結

婚

の

日

に

係

る

規

則

第

二

十

四

条

第

二

項

第

一

号

の

休

暇

を

取

得

し

た

職

員

を

除

く

。

）

に

お

け

る

同

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

結

婚

の

日

（

戸

籍

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

二

十

四

号

）

に

規

定

す

る

婚

姻

の

届

出

を

し

た

日

又

は

結

婚

し

た

日

の

う

ち

職

員

が

選

択

し

た

日

を

い

う

。

）

の

一

週

間

前

の

日

か

ら

当

該

結

婚

の

日

後

六

月

を

経

過

す

る

日

」

と

あ

る

の

は

、

「

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

同

年

十

二

月

三

十

一

日

」

と

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

お

け

る

規

則

第

二

十

四

条

第

二

項

第

一

号

（

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

三

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

慶

弔

休

暇

に
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係

る

申

請

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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令

和

二

年

に

お

け

る

学

校

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

二

年

十

二

月

二

十

二

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

令

和

二

年

に

お

け

る

学

校

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

 

 

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

。

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

五

条

第

三

項

（

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

。

以

下

「

時

間

講

師

規

則

」

と

い

う

。

）

第

十

八

条

の

二

第

一

項

第

二

号

、

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

。

以

下

「

日

勤

講

師

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

一

条

第

二

号

及

び

東

京

都

公

立

学

校

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

九

号

。

以

下

「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

結

婚

の

日

が

令

和

元

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

三

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

（

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

当

該

結

婚

の

日

に

係

る

規

則

第

二

十

五

条

第

二

項

第

一

号

の

休

暇

を

取

得

し

た

職

員

を

除

く

。

）

に

お

け

る

同

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

結

婚

の

日

（

戸

籍

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

二

十

四

号

）

に

規

定

す

る

婚

姻

の

届

出

を

し

た

日

又

は

結

婚

し

た

日

の

う

ち

職

員

が

選

択

し

た

日

を

い

う

。

）

の

一

週

間

前

の

日

か

ら

当

該

結

婚

の

日

後

六

月

を

経

過

す

る

日

」

と

あ

る

の

は

、

「

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

同

年

十

二

月

三

十

一

日

」

と

す

る

。
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附

 

則

 

１

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

お

け

る

規

則

第

二

十

五

条

第

二

項

第

一

号

（

時

間

講

師

規

則

第

十

八

条

の

二

第

一

項

第

二

号

、

日

勤

講

師

規

則

第

二

十

一

条

第

二

号

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

三

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

慶

弔

休

暇

に

係

る

申

請

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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令

和

二

年

に

お

け

る

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

二

年

十

二

月

二

十

二

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

令

和

二

年

に

お

け

る

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

 

 

東

京

都

教

育

委

員

会

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

８

号

。

以

下

「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

三

条

に

お

い

て

準

用

す

る

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

規

則

第

五

十

五

号

。

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

四

条

第

三

項

に

規

定

す

る

結

婚

の

日

が

令

和

元

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

三

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

（

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

当

該

結

婚

の

日

に

係

る

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

三

条

に

お

い

て

準

用

す

る

規

則

第

二

十

四

条

第

二

項

第

一

号

の

休

暇

を

取

得

し

た

職

員

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

令

和

二

年

に

お

け

る

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

東

京

都

規

則

第

●

号

）

の

規

定

を

準

用

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

つ

い

て

は

、

令

和

二

年

に

お

け

る

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例
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に

関

す

る

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。
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東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

 
 

号

 

東

京

都

議

会

議

会

局

 

令

和

二

年

に

お

け

る

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

程

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 

令

和

二

年

十

二

月

二

十

二

日

 

東

京

都

議

会

議

長

 

石

 

川

 

良

 

一

 

令

和

二

年

に

お

け

る

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

 

関

す

る

規

程

 

東

京

都

議

会

議

会

局

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

程

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

議

会

議

長

訓

令

第

五

号

。

以

下

「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

程

」

と

い

う

。

）

第

二

十

二

条

に

お

い

て

準

用

す

る

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

規

則

第

五

十

五

号

。

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

四

条

第

三

項

に

規

定

す

る

結

婚

の

日

が

令

和

元

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

三

年

一

月

六

日

ま

で

の

間

に

あ

る

職

員

（

こ

の

訓

令

の

施

行

の

日

前

に

当

該

結

婚

の

日

に

係

る

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

程

第

二

十

二

条

に

お

い

て

準

用

す

る

規

則

第

二

十

四

条

第

二

項

第

一

号

の

休

暇

を

取

得

し

た

職

員

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

令

和

二

年

に

お

け

る

職

員

の

慶

弔

休

暇

の

特

例

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

東

京

都

規

則

第

●

号

）

の

規

定

を

準

用

す

る

。
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附

 

則

 

１

 
こ

の

訓

令

は

、

令

和
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。
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１ 年 保 存  

令和４年３月３１日まで 

  

訓令乙第●号 

  令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程を次のように

定める。 

  令和２年１２月２３日 

 

                           警視総監  斉 藤   実 

 

 

令和２年における警視庁会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程 

 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日訓令甲第 

１７号。以下「会計年度任用職員規程」という。）第２１条において準用する職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５号。以下「規則」という。）第

２４条第３項に規定する結婚の日が令和元年７月１日から令和３年１月６日までの間にある会

計年度任用職員（この訓令の施行の日前に当該結婚の日に係る会計年度任用職員規程第２１条に

おいて準用する規則第２４条第２項第１号の休暇を取得した職員を除く。）については、令和２

年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則（令和２年東京都規則第●号）の規定を準用する。

この場合において、令和２年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則中「職員」とあるのは、

「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。 

附則 

１ この訓令は、令和３年１月１日から施行する。 

２ この訓令の適用を受ける会計年度任用職員における慶弔休暇に係る申請は、この訓令の施行  

日の前においても行うことができる。 
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別添え 

東京消防庁訓令第●号 

庁 中 一 般 

消 防 署 

東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月２３日東京消防庁訓令第１６号）の一部を次のように改正する。 

 令和２年１２月●●日 

東京消防庁 

消防総監 安藤 俊雄 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（子どもの看護休暇） 

第２０条 子どもの看護休暇については、規則第 22条の３の規定を準用

する。この場合において、同条第２項中「一の年」とあるのは「一

の年度」と読み替えるものとする。 

 

 

［第２１条 略］ 

（慶弔休暇） 

第２２条 慶弔休暇については、規則第 24条の規定（当該規定の特例に 

関する規則の規定を含む。）を準用する。この場合において、同 

条２項中「任命権者」とあるのは「所属長」と読み替えるものと 

する。 

［第２３条 略］ 

 （短期の介護休暇） 

第２４条 短期の介護休暇については、規則第 26条の４の規定を準用す  

    る。この場合において、同条第２項中「一の年」とあるのは「一

の年度」と読み替えるものとする。 

 

（子どもの看護休暇） 

第２０条 子どもの看護休暇については、規則第 22条の３の規定を準用

する。この場合において、同条第２項中「一の年」とあるのは「一

の年度」と、「１時間を単位として」とあるのは「１日につき定

められた勤務時間が４時間以上である職員に限り１時間を単位

として」と読み替えるものとする。 

［第２１条 同左］ 

 （慶弔休暇） 

第２２条 慶弔休暇については、規則第 24条の規定を準用する。この場 

合において、同条２項中「任命権者」とあるのは「所属長」と読 

み替えるものとする。 

 

［第２３条 同左］ 

 （短期の介護休暇） 

第２４条 短期の介護休暇については、規則第 26条の４の規定を準用す   

    る。この場合において、同条第２項中「一の年」とあるのは「一

の年度」と、「１時間を単位として」とあるのは「１日につき定

められた勤務時間が４時間以上である職員に限り１時間を単位
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（介護休暇） 

第２５条 所属長は、職員がその配偶者若しくは二親等以内の親族又は

同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を

営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないこと

が相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇

（前条に規定する者を除く。以下この条及び次条において同

じ。）を承認するものとする。 

 

として」と読み替えるものとする。 

（介護休暇） 

第２５条 所属長は、職員がその配偶者又は二親等以内の親族で疾病、負

傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護

をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇として、介護休暇（前条に規定する者を除く。以下こ

の条及び次条において同じ。）を承認するものとする。 

     

 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

   附 則 

 １ この訓令は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第 22条の改正規定は、令和２年 12月 23日から施行する。 

２ この訓令による改正後の東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（以下「改正後の規程」という。）第 20条に規定する子

どもの看護休暇、改正後の規程第 24 条に規定する短期の介護休暇及び改正後の規程第 25条に規定する介護休暇に係る請求等は、この訓令の施行

の日前においても行うことができる。 

３ 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（以下「規程」という。）第８条により準用する職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第 55号。以下「規則」という。）第７条の２の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び届出、規程

第９条により準用する規則第７条の２の２の規定による超過勤務の免除に係る請求及び届出、規程第 10 条により準用する規則第７条の３の規定

による超過勤務の制限に係る請求及び届出並びに規程第 27条により準用する規則第 27条の２の規定による介護時間に係る請求等は、職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（令和２年東京都規則第●号）の施行の日前においても行うことができる。 
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～ 目 次 ～ 

Ⅲ 人事委員会承認事項の新設 

１ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職

員に採用された者の経験年数換算の特例について（知事外６任命権者）（２頁） 

承 認 事 項 案 文 一 覧

別添３ 
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２ 総 人 制 第 7 2 4 号 

令 和 ２ 年 12 月 11 日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子 

     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２ 教 人 勤 第 ２ ２ ６ 号 

令和２年１２月１１日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条及び「学校職員の級別資格基準に

関する規則」（昭和 33年東京都人事委員会規則第３号。以下「級に関する規則」という。）第９条の

適用について、下記のとおり特例を設けたく初任給規則第 35 条及び級に関する規則第 13 条の規定

に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

⑴ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）（以下「採用試験」という。）

に合格し、東京都職員（「学校職員の給与に関する条例」（昭和 31 年東京都条例第 68 号。以下

「学校職員給与条例」という。）に規定する学校職員を除く。）として採用される者については、

初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

⑵ 採用試験に合格し、学校職員給与条例に規定する学校職員のうち事務職員として採用される

者については、級に関する規則第９条により準用する初任給規則第６条第２項の経験年数換算

表の適用において、⑴の特例を準用する。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２議総第６５３号 

令和２年１２月１１日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 議 会 議 長        

              石 川  良 一 

     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２ 監 総 第 ６ ９ ４ 号 

令 和 ２ 年 12 月 11 日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京都代表監査委員        

                茂 垣 之 雄  

        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２ 選 総 第 9 7 9 号 

令 和 ２ 年 12 月 11 日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 選 挙 管 理 委 員 会 

委員長 澤 野  正 明 

      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２人委総第 765 号 

令和２年 12月 14日 

 

東京都人事委員会  殿 

 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 

委 員 長  青 山  佾 

（公印省略）       

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員

に採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験

に合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48

年東京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のと

おり特例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員とし

て採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用し

ない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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２東京漁調第１２０号 

令和２年１２月１１日 

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京海区漁業調整委員会 

               会長 有元 貴文 

      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都 

職員に採用された者の経験年数換算の特例について（申請） 

 

 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）の導入に伴い、当該採用試験に

合格し、東京都職員として採用される者の、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東

京都人事委員会規則第３号。以下「初任給規則」という。）第６条の適用について、下記のとおり特

例を設けたく初任給規則第 35条の規定に基づき承認方、申請いたします。 

 

 

記 

１ 経験年数換算の特例 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験(Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員として

採用される者については、初任給規則別表第４その他の期間の項備考の欄の規定を適用しない。 

 

２ 適用年月日 

令和３年１月１日 
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職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
島
し
よ
等
に
お
け
る
退
職
者
の
旅
費
） 

第
三
条
の
二 
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者

と
す
る
。 

 

一 

島
し
よ
の
区
域
内
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
し
た
場
合 

退
職
時
の
在

勤
庁
が
存
す
る
一
島
の
区
域
外
か
ら
当
該
区
域
内
に
赴
任
し
た
こ
と
の
な

い
者 

 

二 

東
京
都
の
区
域
外
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
し
た
場
合 

退
職
時
の
在

勤
庁
の
近
接
地
以
外
か
ら
当
該
近
接
地
内
に
赴
任
し
た
こ
と
の
な
い
者 

２ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
被

災
地
支
援
の
業
務
は
、
東
京
都
の
区
域
外
の
在
勤
庁
に
お
け
る
東
日
本
大
震

災
に
係
る
被
災
地
支
援
の
業
務
と
す
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
本

邦
の
地
域
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地

域
と
す
る
。 

一 

旧
在
勤
地
が
島
し
よ
の
区
域
内
の
在
勤
地
で
あ
る
場
合 

旧
在
勤
庁
が

存
す
る
一
島
の
区
域
外
の
本
邦
の
地
域 

二 

旧
在
勤
地
が
東
京
都
の
区
域
外
の
在
勤
地
で
あ
る
場
合 

旧
在
勤
庁
の

近
接
地
以
外
の
本
邦
の
地
域 

５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
島
し
よ
に
お
け
る
退
職
者
の
旅
費
） 

第
三
条
の
二 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
は
、
退
職
時
の
在
勤
庁
が
存
す
る
一
島
の
区
域
外
か
ら
当
該
区
域

内
に
赴
任
し
た
こ
と
の
な
い
者
と
す
る
。 

     

（
新
設
） 

  

２ 

（
略
） 

３ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
本

邦
の
地
域
は
、
旧
在
勤
庁
が
存
す
る
一
島
の
区
域
外
の
本
邦
の
地
域
と
す

る
。 

    

４ 

（
略
） 
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第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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改 正 案 現 行

第１条から第４３条まで（現行のとおり） 第１条から第４３条まで（略）
別表第１（第５条関係）

警察官採用試験の受験資格及び実施方法

区 分 Ⅰ 類 採 用 試 験 Ⅱ 類 採 用 試 験 Ⅲ 類 採 用 試 験

国 籍 日本の国籍を有する者であること｡ Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

次のいずれか一に該当する者で 次のいずれか一に該当する者 次のいずれか一に該当する者
あること。 であること。 であること。

受 試験日現在において３５歳未 試験日現在において３５歳 試験日現在において３５歳（１） （１） （１）
年 齢 及 満であつて、大学（学校教育法 未満であつて、短期大学（学 未満であつて、高校を卒業し

による大学をいう 以下同じ 校教育法による短期大学をい ている者（同一年度内に卒業。 。）
び 学 力 を卒業している者（同一年度内 う。以下同じ。）を卒業して する見込みの者を含む ）。

に卒業する見込みの者を含む いる者（同一年度内に卒業す 試験日現在において１７歳。） （２）
試験日現在において２１歳 る見込みの者を含む ） （同一年度内に１８歳となる（２） 。

（ ） ） 、同一年度内に２２歳となる者 試験日現在において１９歳 者 以上３５歳未満であつて（２）
以上３５歳未満であつて、大学 （同一年度内に２０歳となる 高校卒業程度の学力を有する
卒業程度の学力を有する者 者 以上３５歳未満であつて 者） 、

短期大学卒業程度の学力を有
験 する者

おおむね１６０センチメートル
身長 （女性にあつてはおおむね１５４

） 。センチメートル 以上であること

おおむね４８キログラム（女性
身 体重 にあつてはおおむね４５キログラ

ム）以上であること。

資 裸眼視力が両眼とも 上で０．６以
視力 あるか、又は矯正視力が両眼とも

以上であること。１．０

色覚 職務執行に支障がないこと。 Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

聴力 職務執行に支障がないこと。

職務執行上支障のある疾患のな疾患
いこと。

格 体
その他
身体の 職務執行に支障がないこと。
運動機
能

第一次 職務執行上必要な適性について
適 性 検査を行う。
検 査

Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。
第 第一次

身 体 身長及び体重の測定を行う。
採 一 検 査

次 警察官として必要な一般教養 警察官として必要な一般教養 警察官として必要な一般教養
用 及び政治、社会、法律、経済等 及び政治、社会、法律、経済等 及び政治、社会、法律、経済等

試 筆 記 の知識について、大学卒業程度 の知識について、短期大学卒業 の知識について、高校卒業程度
試 験 の択一式試験及び論文試験のほ 程度の択一式試験及び論文試験 の択一式試験及び作文試験のほ

試 験 か、国語能力についての試験を のほか、国語能力についての試 か、国語能力についての試験を
行う。 験を行う。 行う。

験 資格経 職務執行上有用な資格経歴等に Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。
歴等の ついて評定する。
評定

実
第二次 職務執行上必要な適性について
適 性 検査を行う。

施 検 査
第

視力、色覚、聴力及び運動機能の
方 二 第二次 検査並びに職務執行上支障のある疾

身 体 患の有無について、医師の診察及び
次 検 査 レントゲン等の検査を行う｡ Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

法
試

体 力 職務執行上必要な体力の有無に
験 検 査 ついて検査を行う。

面 接 面接により、主として人物を評
試 験 定する。

人物性向等について審査の結
採用要件 果、警察官として支障のない者で Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

あること。

現に警視庁の警察官である者が警察官採用試験を受験する場合は、適性検査及び身体検査を免除する
備 考 ものとし、合格者は合格した採用試験の区分に応じた巡査として任用する。

別表第１（第５条関係）

警察官採用試験の受験資格及び実施方法

区 分 Ⅰ 類 採 用 試 験 Ⅱ 類 採 用 試 験 Ⅲ 類 採 用 試 験

国 籍 日本の国籍を有する者であること｡ Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

次のいずれか一に該当する者で 次のいずれか一に該当する者 次のいずれか一に該当する者
あること。 であること。 であること。

受 ３６歳未満であつて、大学 ３６歳未満であつて、短期 ３６歳未満であつて、高校（１） （１） （１）
年 齢 及 （学校教育法による大学をい 大学（学校教育法による短期 を卒業している者（同一年度

う。以下同じ ）を卒業して 大学をいう。以下同じ ）を 内に卒業する見込みの者を含。 。
び 学 力 いる者（同一年度内に卒業す 卒業している者（同一年度内 む ）。

る見込みの者を含む ） に卒業する見込みの者を含む。） １８歳以上３６歳未満であ。 （２）
２２歳以上３６歳未満で ２０歳以上３６歳未満で つて、高校卒業程度の学力を（２） （２）

あつて、大学卒業程度の学力 あつて、短期大学卒業程度の 有する者
を有する者 学力を有する者

験

おおむね１６０センチメートル
身長 （女性にあつてはおおむね１５４

） 。センチメートル 以上であること

おおむね４８キログラム（女性
身 体重 にあつてはおおむね４５キログラ

ム）以上であること。
資

裸眼視力が両眼とも 上で０．６以
視力 あるか、又は矯正視力が両眼とも

以上であること。１．０

色覚 職務執行に支障がないこと。 Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

聴力 職務執行に支障がないこと。

職務執行上支障のある疾患のな疾患
格 いこと。

体
その他
身体の 職務執行に支障がないこと。
運動機
能

第一次 職務執行上必要な適性について
適 性 検査を行う。
検 査

Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。
第 第一次

身 体 身長及び体重の測定を行う。
採 一 検 査

次 警察官として必要な一般教養 警察官として必要な一般教養 警察官として必要な一般教養
用 及び政治、社会、法律、経済等 及び政治、社会、法律、経済等 及び政治、社会、法律、経済等

試 筆 記 の知識について、大学卒業程度 の知識について、短期大学卒業 の知識について、高校卒業程度
試 験 の択一式試験及び論文試験のほ 程度の択一式試験及び論文試験 の択一式試験及び作文試験のほ

試 験 か、国語能力についての試験を のほか、国語能力についての試 か、国語能力についての試験を
行う。 験を行う。 行う。

験 資格経 職務執行上有用な資格経歴等に Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。
歴等の ついて評定する。
評定

実
第二次 職務執行上必要な適性について
適 性 検査を行う。

施 検 査
第

視力、色覚、聴力及び運動機能の
方 二 第二次 検査並びに職務執行上支障のある疾

身 体 患の有無について、医師の診察及び
次 検 査 レントゲン等の検査を行う｡ Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

法
試

体 力 職務執行上必要な体力の有無に
験 検 査 ついて検査を行う。

面 接 面接により、主として人物を評
試 験 定する。

人物性向等について審査の結
採用要件 果、警察官として支障のない者で Ⅰ類採用試験と同じ。 Ⅰ類採用試験と同じ。

あること。

１ 年齢は、試験を行う日の属する年度の３月３１日における年齢を示す。
備 考 ２ 現に警視庁の警察官である者が警察官採用試験を受験する場合は、適性検査及び身体検査を免除す

るものとし、合格者は合格した採用試験の区分に応じた巡査として任用する。

警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１の２（第６条関係）

第６条第３項に規定する者の採用選考基準及び選考方法

区 分 内 容

国 籍 日本の国籍を有する者であること。

警視庁の警察官として５年以上の勤務実績を

経 歴 等 有し、かつ、選考する年度の４月１日現在にお

いて退職の日から１０年以内の者
選 考 基 準

選考する年度の３月３１日現在において６０
年 齢 歳未満である者

身 体 別表第１の身体と同じ。

適性検査 職務執行上必要な適性について検査を行う。

身体検査 身長及び体重の測定を行う。
一次

選考 、 、

筆記考査

警察官として必要な一般教養及び政治 社会

法律、経済等の知識について、教養考査及び論

文考査を行う。

選 考 方 法

適性検査 職務執行上必要な適性について検査を行う。

視力、色覚、聴力及び運動機能の検査並びに
二次 身体検査 職務執行上支障のある疾患の有無について、医
選考 師の診察及びレントゲン等の検査を行う。

面接考査 面接により、主として人物を評定する。

合 格 者 は 、 過 去 に 退 職 し た 時 点 で の 採 用 区 分 と 同 一

備 考 の 採 用 区 分 に よ り 、 当 該 時 点 で の 階 級 及 び 職 級 以 下 に

おいて採用する。

別表第１の２（第６条関係）

第６条第３項に規定する者の採用選考基準及び選考方法

区 分 内 容

国 籍 日本の国籍を有する者であること。

警視庁の警察官として５年以上の勤務実績を

経 歴 等 有し、かつ、選考を行う日の属する年度の

４月１日において退職の日から１０年以内の者
選 考 基 準

選考を行う日の属する年度の３月３１日にお
年 齢 いて６０歳未満である者

身 体 別表第１の身体と同じ。

適性検査 職務執行上必要な適性について検査を行う。

身体検査 身長及び体重の測定を行う。
一次

選考 、 、

筆記考査

警察官として必要な一般教養及び政治 社会

法律、経済等の知識について、教養考査及び論

文考査を行う。

選 考 方 法

適性検査 職務執行上必要な適性について検査を行う。

視力、色覚、聴力及び運動機能の検査並びに
二次 身体検査 職務執行上支障のある疾患の有無について、医
選考 師の診察及びレントゲン等の検査を行う。

面接考査 面接により、主として人物を評定する。

合 格 者 は 、 過 去 に 退 職 し た 時 点 で の 採 用 区 分 と 同 一

備 考 の 採 用 区 分 に よ り 、 当 該 時 点 で の 階 級 及 び 職 級 以 下 に

おいて採用する。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第２から別表第２４まで（現行のとおり） 別表第２から別表第２４まで（略）

特 別 捜 査 官 の 採 用 選 考 基 準 及 び 選 考 方 法 別

選 考 基 準 選 考 方 法 表

採用 採用
一 次 選 考 二 次 選 考 第

種別 階 級 職 級 国籍 経 歴 ・ 資 格 等 年 齢 身体 適性 要件 １

区分 筆 記 考 査 身 体 検 査 面接考査検査 の
３

公認会計士の資格を有し、かつ、民間等におけ （

警 視 ６級職 第

る１４年以上の有用な職歴を有する者 ６

財 条

公認会計士の資格を有し、かつ、民間等におけ 関

５級職 経験小論文 係

務
る８年以上の有用な職歴を有する者 ６０歳未満 ）

論 文
警 部 次のいずれかに該当する者であること。

１ 公認会計士の資格を有し、かつ、民間等にお
捜 ４級職 ける８年未満の有用な職歴を有する者

２ 税理士の資格を有し、かつ、民間等における
１０年以上の有用な職歴を有する者

査

教 養 考 査
次のいずれかに該当する者であること。

専 門 考 査
１ 税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民 ２７歳以上

経験小論文
官 間等における５年以上の有用な職歴を有する者警 部 補 ３級職

論 文

２ 税理士法第５条第１項第１号イからホまでに ６０歳未満
定める事務又はこれに相当する業務に民間等に
おける５年以上の有用な職歴を有する者

自然科学に関する博士の学位を取得後、民間等
警 視 ６級職

Ⅰ類 における９年以上の有用な職歴を有する者

自然科学に関する博士の学位を有し、民間等に 視力、色覚、聴力
５級職 及び運動機能の検

科 おける８年以上の有用な職歴を有する者 査並びに警察官の
経験小論文 職務執行上支障の 口頭試問

次のいずれかに該当する者であること。 ６０歳未満 ある疾患の有無に
１ 自然科学に関する博士の学位を有し、民間等 論 文 ついて、医師の診 口述試問

警 部 における８年未満の有用な職歴を有する者 察及びレントゲン学
２ 自然科学に関する修士の学位を有し、民間等 等の検査を行う。

４級職 における１０年以上の有用な職歴を有する者
３ 薬学に関する６年制の学部又は学科を卒業

捜 し、民間等における１０年以上の有用な職歴を
有する者（薬剤師国家試験に合格した者に限
る ）。

査 次のいずれかに該当する者であること。
１ 自然科学に関する修士以上の学位を有し、民

間等における５年以上の有用な職歴を有する者
２ 自然科学に関する技術士の資格を有し、民間

官 等における５年以上の有用な職歴を有する者
警 部 補 ３ 自然科学に関する研究員として民間等におけ

２７歳以上る５年以上の有用な職歴を有する者
３級職 ４ 薬学に関する６年制の学部又は学科を卒業

し、民間等における５年以上の有用な職歴を有 教 養 考 査６０歳未満
（ 。）する者 薬剤師国家試験に合格した者に限る

専 門 考 査
情報処理に関する高度な知識及び技能を認定す

る国家試験等に合格し、又はこれに相当する資格 経験小論文警 部 補
サ イ を有し、かつ、民間等における５年以上の有用な
バー 職歴を有する者 論 文
犯罪
捜査 情報処理に関する応用的知識及び技能を認定す
官 る国家試験等に合格し、又はこれに相当する資格

巡査部長
２５歳以上を有し、かつ、民間等における３年以上の有用な

職歴を有する者
２級職

６０歳未満国 際 民間等における３年以上の有用な職歴及び経験

巡査部長
犯 罪
捜 査 を有する者
官

１ 年齢は、採用する年度の４月１日における年齢を示す。
備考 ２ 現に警視庁の警察官である者が特別捜査官採用選考を受験する場合は、身体検査を免除するものとし、合格者は合格した種別、階級及び職級に応じた特別捜査官と

して任用する。

別

表

第

１

の

身

体

（

身

長

及

び

体

重

を

除

く

）

と

同

じ

。

。

。

警

察

官

の

職

務

執

行

上

必
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適
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に

つ

い

て

検

査

す

る

人

物

性

向

等

に
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い
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審

査

の

結

果

、

警

察
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と

し
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支
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の

な

い

者

で

あ

る

こ

と

。

日

本

の

国

籍

を

有

す

る

者

。

特 別 捜 査 官 の 採 用 選 考 基 準 及 び 選 考 方 法 別

選 考 基 準 選 考 方 法 表

採用 採用
一 次 選 考 二 次 選 考 第

種別 階 級 職 級 国籍 経 歴 ・ 資 格 等 年 齢 身体 適性 要件 １

区分 筆 記 考 査 身 体 検 査 面接考査検査 の
３

公認会計士の資格を有し、かつ、民間等におけ （

警 視 ６級職 第

る１４年以上の有用な職歴を有する者 ６

財 条

公認会計士の資格を有し、かつ、民間等におけ 関

５級職 経験小論文 係

務
る８年以上の有用な職歴を有する者 ６０歳未満 ）

論 文
警 部 次のいずれかに該当する者であること。

１ 公認会計士の資格を有し、かつ、民間等にお
捜 ４級職 ける８年未満の有用な職歴を有する者

２ 税理士の資格を有し、かつ、民間等における
１０年以上の有用な職歴を有する者

査

教 養 考 査
次のいずれかに該当する者であること。

専 門 考 査
１ 税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民 ２７歳以上

経験小論文
官 間等における５年以上の有用な職歴を有する者警 部 補 ３級職

論 文

２ 税理士法第５条第１項第１号イからホまでに ６０歳未満
定める事務又はこれに相当する業務に民間等に
おける５年以上の有用な職歴を有する者

自然科学に関する博士の学位を取得後、民間等
警 視 ６級職

Ⅰ類 における９年以上の有用な職歴を有する者

自然科学に関する博士の学位を有し、民間等に 視力、色覚、聴力
５級職 及び運動機能の検

科 おける８年以上の有用な職歴を有する者 査並びに警察官の
経験小論文 職務執行上支障の 口頭試問

次のいずれかに該当する者であること。 ６０歳未満 ある疾患の有無に
１ 自然科学に関する博士の学位を有し、民間等 論 文 ついて、医師の診 口述試問

警 部 における８年未満の有用な職歴を有する者 察及びレントゲン学
２ 自然科学に関する修士の学位を有し、民間等 等の検査を行う。

４級職 における１０年以上の有用な職歴を有する者
３ 薬学に関する６年制の学部又は学科を卒業

捜 し、民間等における１０年以上の有用な職歴を
有する者（薬剤師国家試験に合格した者に限
る ）。

査 次のいずれかに該当する者であること。
１ 自然科学に関する修士以上の学位を有し、民

間等における５年以上の有用な職歴を有する者
２ 自然科学に関する技術士の資格を有し、民間

官 等における５年以上の有用な職歴を有する者
警 部 補 ３ 自然科学に関する研究員として民間等におけ

２７歳以上る５年以上の有用な職歴を有する者
３級職 ４ 薬学に関する６年制の学部又は学科を卒業

し、民間等における５年以上の有用な職歴を有 教 養 考 査６０歳未満
（ 。）する者 薬剤師国家試験に合格した者に限る

専 門 考 査
情報処理に関する高度な知識及び技能を認定す

る国家試験等に合格し、又はこれに相当する資格 経験小論文警 部 補
サ イ を有し、かつ、民間等における５年以上の有用な
バー 職歴を有する者 論 文
犯罪
捜査 情報処理に関する応用的知識及び技能を認定す
官 る国家試験等に合格し、又はこれに相当する資格

巡査部長
２５歳以上を有し、かつ、民間等における３年以上の有用な

職歴を有する者
２級職

６０歳未満国 際 民間等における３年以上の有用な職歴及び経験

巡査部長
犯 罪
捜 査 を有する者
官

１ 年齢は、選考を行う日の属する年度の３月３１日における年齢を示す。
備考 ２ 現に警視庁の警察官である者が特別捜査官採用選考を受験する場合は、身体検査を免除するものとし、合格者は合格した種別、階級及び職級に応じた特別捜査官と

して任用する。
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。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第１（条件付採用期間内の職員の不適格者報告）

（１枚目）

報 告 （ ） 第 号

年 月 日

警視総監 殿

所属長

職 氏 名

について報告

所属 係名

職名 階級

氏 名

生 年 月 日

（年齢）

勤 続 年 年 月 日 採用

勤続 年 月

給 料 職 級 号級（ 円）

平素の勤務

成 績

採 用 後 の

功 過

職 員 と し

て 適 格 性

が な い と

認 め ら れ

る 事 由 等

別記様式第１（条件付採用期間内の職員の不適格者報告）

（１枚目）

報 告 （ ） 第 号

年 月 日

警視総監 殿

所属長

職 氏 名 印

について報告

所属 係名

職名 階級

氏 名

生 年 月 日

（年齢）

勤 続 年 年 月 日 採用

勤続 年 月

給 料 職 級 号級（ 円）

平素の勤務

成 績

採 用 後 の

功 過

職 員 と し

て 適 格 性

が な い と

認 め ら れ

る 事 由 等
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

（２枚目）

事 由

備 考

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ 勤務成績は、平素の服務規律、勤務実績その他の必要事項を記入すること。

３ 功過は、種別、受けた年月日及び事由を簡単に記入すること。

４ 職員として適格性がないと認められる事由は、勤務成績、功過及び健康状態等を総

合して不適格の事由を記入すること。

５ 事由は、できるだけ詳細かつ具体的に記載し、最後に所属長意見を付すること。

（２枚目）

事 由

備 考

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ 勤務成績は、平素の服務規律、勤務実績その他の必要事項を記入すること。

３ 功過は、種別、受けた年月日及び事由を簡単に記入すること。

４ 職員として適格性がないと認められる事由は、勤務成績、功過及び健康状態等を総

合して不適格の事由を記入すること。

５ 事由は、できるだけ詳細かつ具体的に記載し、最後に所属長意見を付すること。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第２（警察官昇任試験合格証書）

合 格 証 書

所 属

階 級

氏 名

階 級 昇 任 試 験 に 合 格 し た こ と を 証 す る

年 月 日

警視庁警察官昇任試験委員会委員長

警視庁警務部長 氏 名

別記様式第２（警察官昇任試験合格証書）

合 格 証 書

所 属

階 級

氏 名

階 級 昇 任 試 験 に 合 格 し た こ と を 証 す る

年 月 日

警視庁警察官昇任試験委員会委員長

警視庁警務部長 氏 名 印
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第２の２（警察官昇任選考合格証書）

合 格 証 書

所 属

階 級

氏 名

階 （ 職 ） 級 昇 任 選 考 に 合 格 し た こ と を 証 す る

年 月 日

警視庁昇任選考委員会委員長

警視庁警務部長 氏 名

別記様式第２の２（警察官昇任選考合格証書）

合 格 証 書

所 属

階 級

氏 名

階 （ 職 ） 級 昇 任 選 考 に 合 格 し た こ と を 証 す る

年 月 日

警視庁昇任選考委員会委員長

警視庁警務部長 氏 名 印
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第２の３（警察行政職員昇任選考合格証書）

合 格 証 書

所 属

職 名

氏 名

職 級 昇 任 選 考 に 合 格 し た こ と を 証 す る

年 月 日

警視庁昇任選考委員会委員長

警視庁警務部長 氏 名

別記様式第２の３（警察行政職員昇任選考合格証書）

合 格 証 書

所 属

職 名

氏 名

職 級 昇 任 選 考 に 合 格 し た こ と を 証 す る

年 月 日

警視庁昇任選考委員会委員長

警視庁警務部長 氏 名 印
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第４（職員死亡時昇任等辞令）

警

視 警

庁 視

警 階 庁

視 級 階

総 級

（

（

監 職

年 名 職

氏 名

）

）

に

月 任

命 氏

す

日 る

名 名

備考 警察行政職員の場合は、職名を記載する。

別記様式第４（職員死亡時昇任等辞令）

警

視 警

庁 視

警 階 庁

視 級 階

総 級

（

（

監 職

年 名 職

氏 名

）

）

に

月 任

命 氏

す

日 る

名 名

印

備考 警察行政職員の場合は、職名を記載する。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第５（警察官採用、昇任、降任、配置換、併任、部外派遣、辞職等）

辞 令

所 属 職 名

階 級

氏 名

下 記 の と お り 発 令 す る

異 動 種 目 日 付

（異動内容）

任 命

警 視 総 監 氏 名

権 者

備考 死亡時昇任等辞令と併用する。

別記様式第５（警察官採用、昇任、降任、配置換、併任、部外派遣、外国出張、辞職等）

辞 令

所 属 職 名

階 級

氏 名

下 記 の と お り 発 令 す る

異 動 種 目 日 付

（異動内容）

任 命

警 視 総 監 氏 名 印

権 者

備考 死亡時昇任等辞令と併用する。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第６（警察行政職員採用、昇任、降任、配置換、併任、部外派遣、職務換、転職、辞職等）

辞 令

所 属

職 名 等

氏 名

下 記 の と お り 発 令 す る

異 動 種 目 日 付

（異動内容）

任 命

警 視 総 監 氏 名

権 者

備考 死亡時昇任等辞令と併用する。

別記様式第６（警察行政職員採用、昇任、降任、配置換、併任、部外派遣、外国出張、職務換、転職、辞職等）

辞 令

所 属

職 名 等

氏 名

下 記 の と お り 発 令 す る

異 動 種 目 日 付

（異動内容）

任 命

警 視 総 監 氏 名 印

権 者

備考 死亡時昇任等辞令と併用する。

　14　



警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別記様式第７（職員の退職報告）

（１枚目）

（ ） 第 号

年 月 日

警視総監 殿

所属長

職 氏 名

報 告
について

上 申

所属 係名

職名 階級

氏 名

生 年 月 日

（年齢） 年 月 日生（ 年 月）

年 月 日 採用

年 月 日 任命

勤 続 年 年 月 日 任命

年 月 日 任命

給 料 年 月 日 任命

勤続年 年 月（内現階級 年 月）

職 級 号級（ 円）

表 彰

過去３年間

の 懲 戒

平 素 の

勤 務 成 績

別記様式第７（職員の退職報告）

（１枚目）

（ ） 第 号

年 月 日

警視総監 殿

所属長

職 氏 名 印

報 告
について

上 申

所属 係名

職名 階級

氏 名

生 年 月 日

（年齢） 年 月 日生（ 年 月）

年 月 日 採用

年 月 日 任命

勤 続 年 年 月 日 任命

年 月 日 任命

給 料 年 月 日 任命

勤続年 年 月（内現階級 年 月）

職 級 号級（ 円）

表 彰

過去３年間

の 懲 戒

平 素 の

勤 務 成 績
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

（２枚目）

事 由

備 考

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ 報告、上申いずれか該当する文字を○で囲むこと。

３ 表彰は、種別、受けた年月日及び事由を簡単に記入すること

（警察功労章及び警察功績章の場合は、種別番号も記入すること 。。）

４ 懲戒は、種別、受けた年月日及び事由を簡単に記入すること。

５ 勤務成績は、平素の服務規律、勤務実績その他の必要事項を記入すること。

６ 事由は、できるだけ詳細かつ具体的に記載し、最後に所属長意見を付すること。

７ この様式は、職員の配置換上申、転任上申に用いることができる。

（２枚目）

事 由

備 考

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ 報告、上申いずれか該当する文字を○で囲むこと。

３ 表彰は、種別、受けた年月日及び事由を簡単に記入すること

（警察功労章及び警察功績章の場合は、種別番号も記入すること 。。）

４ 懲戒は、種別、受けた年月日及び事由を簡単に記入すること。

５ 勤務成績は、平素の服務規律、勤務実績その他の必要事項を記入すること。

６ 事由は、できるだけ詳細かつ具体的に記載し、最後に所属長意見を付すること。

７ この様式は、職員の配置換上申、転任上申に用いることができる。
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改 正 案 現 行

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別

記様式第１から別記様式第７までの改正規定は、同年１月１

日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正後の警視庁職員任用規程に基づく採用

に関し必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても

行うことができる。

警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定(

第
五
項
第
四
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者(

二
週
間
以
上
に
わ
た
り
介
護
を
必
要

と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

を
介
護
す
る

職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ

る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消

し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な

く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関

係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の

世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に

お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定(

第
五
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者(

二
週
間
以
上
に
わ
た

り
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

を
介
護
す
る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条

例
第
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二

号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ

り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と

当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
第
八
項
中

「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」

と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

　18　



  

 

第
七
条
の
二
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十
条

の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務
の

免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
条
例
第
十
条

の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介

護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ

る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該

職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な

い
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前

項
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

前
二
項
」
と
、
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

項
」
と
、
第
七
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」

と
、
第
八
項
中
「
、
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
四
項
第
三
号
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除

く
。)

は
、
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す

る
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

一
項
中
「
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
二

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
中
「
次
の
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、

同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子

が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請

求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求

を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
第
七
項
中
「
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
八
項
中
「
、
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 
第
七
条
の
三 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十
条

の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
条
例

第
十
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
五
項
第
三
号
並
び
に
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除

く
。)

は
、
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職

員
の
超
過
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項

及
び
第
二
項
中
「
条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
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用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護

者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る

の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、

同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員

の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」

と
、
第
六
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」

と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二

項
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
」

と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」

と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
各
号
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、

同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子

が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請

求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求

を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」

と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の

は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

第
二
十
六
条
の
四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
六
条
の
四 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

短
期
の
介
護
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
要
介
護
者
の
氏
名
、
職
員
と
の
続 

３ 

短
期
の
介
護
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
要
介
護
者
の
氏
名
、
職
員
と
の
続 

柄
等
及
び
そ
の
他
の
要
介
護
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
要
介
護
者
の
状
態
を 

柄
及
び
そ
の
他
の
要
介
護
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
要
介
護
者
の
状
態
を
明 

明
ら
か
に
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明 

ら
か
に
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明
ら 

ら
か
に
す
る
書
類
」
と
い
う
。
）
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、 

か
に
す
る
書
類
」
と
い
う
。）
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、 

緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
示
す
こ
と
が
で
き 
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
示
す
こ
と
が
で
き 

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明
ら
か
に 

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明
ら
か
に 

す
る
書
類
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

す
る
書
類
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式 

（
略
） 
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別
記
第
二
号
様
式
の
四
及
び
第
三
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
二
号
様
式
の
四
及
び
第
三
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

 

 

別
記
第
四
号
様
式
（
裏
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
四
号
様
式
（
裏
） 

（
略
） 
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別
記
第
六
号
様
式
（
裏
）（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
六
号
様
式
（
裏
）（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定(

第
五
項
第
四
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十

一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者(

二
週
間
以
上
に
わ
た
り
介
護
を
必

要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

を
介
護
す

る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十

一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」

と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の

取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子

で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親

族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
要
介
護
者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と

同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中
「
前

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定(

第
五
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者(

二
週
間
以
上
に
わ

た
り
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同

じ
。)

を
介
護
す
る
職
員
の
深
夜
に
お
け
る
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第

五
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、

同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
項

中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、

第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
） 
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第
七
条
の
二
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十
一

条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務

の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
条
例
第
十

一
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は

「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ

た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消

滅
し
た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護

者
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯

に
属
さ
な
い
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
項
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
項
」
と
、
第
七
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項
」
と
、
第
八
項
中
「
、
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
四
項
第
三
号
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除

く
。)

は
、
条
例
第
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護

す
る
職
員
の
超
過
勤
務
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
中
「
条
例
第
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一

条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
四
項
中
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二

号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ

り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と

当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
第
六
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
第
七
項
中

「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
八
項
中
「
、

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
七
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 
第
七
条
の
三 

（
略
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
８
ま
で 

（
略
） 

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

は
、
条
例
第
十
一

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
の
超
過
勤
務
の
制

限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
条

例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お

９ 

前
各
項
の
規
定(

第
五
項
第
三
号
並
び
に
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除

く
。)

は
、
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る

職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

項
及
び
第
二
項
中
「
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
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い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し

た
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
子
と
同
居
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
当

該
職
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
親
族
を
除
く
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ

な
い
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

前
項
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

五
項
」
と
、
第
八
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
五
項
中
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「
子
が
離
縁
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該

請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
項
中
「
次
の
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
、
第
七
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
「
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
第
八
項
中
「
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と

あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
七
条
の
三
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
七
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

第
二
十
七
条
の
四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
七
条
の
四 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

短
期
の
介
護
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
要
介
護
者
の
氏
名
、
職
員
と
の
続

柄
等
及
び
そ
の
他
の
要
介
護
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
要
介
護
者
の
状
態
を

明
ら
か
に
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明

ら
か
に
す
る
書
類
」
と
い
う
。）
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
示
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明
ら
か
に
す

る
書
類
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

短
期
の
介
護
休
暇
を
請
求
す
る
と
き
は
、
要
介
護
者
の
氏
名
、
職
員
と
の
続

柄
及
び
そ
の
他
の
要
介
護
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
要
介
護
者
の
状
態
を
明

ら
か
に
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
」
と
い
う
。）
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急

か
つ
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
要
介
護
者
の
状
態
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式 

（
略
） 

　27　



  

 

 
 

 
 

別
記
第
二
号
様
式
の
四
及
び
第
三
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
二
号
様
式
の
四
及
び
第
三
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 
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別
記
第
四
号
様
式
（
裏
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
四
号
様
式
（
裏
） 

（
略
） 
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別
記
第
六
号
様
式
（
裏
）（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
六
号
様
式
（
裏
）（
略
） 
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
一
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る

の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
一
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る

の
は
「
一
の
年
度
」
と
、
「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一
日
に

つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一
時
間
を

単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定 

第
二
十
五
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定 

 

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る 

 

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る 

 

の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

の
は
「
一
の
年
度
」
と
、「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一
日
に 

 
 

 

つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一
時
間
を 

 
 

 

単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親 
第
二
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で 

 

族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生 

 
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の 

 

活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ 

 

の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場 

 

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇 

 

合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇(

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以 

(

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)  

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 
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第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
一
条 
子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
三
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る

の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
一
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
三
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
、「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一

日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一
時

間
を
単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
七
条
の
四
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る
の

は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
七
条
の
四
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る
の

は
「
一
の
年
度
」
と
、
「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一
日
に
つ

き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一
時
間
を
単

位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親

族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇(

前
条

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
承

認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で

疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の

介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇(

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
一
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る

の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
一
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る

の
は
「
一
の
年
度
」
と
、
「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一
日
に

つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一
時
間
を

単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定 

第
二
十
五
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定 

 

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る 

 

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る 

 

の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

の
は
「
一
の
年
度
」
と
、「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一
日
に 

 
 

 

つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一
時
間
を 

 
 

 

単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の

親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常

生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休

暇(

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。)

 

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
六
条 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親
族

で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も

の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇(

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 
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第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
●
号
）
附
則
第
二
項
及
び
附
則

第
三
項
の
規
定
は
、
介
護
を
行
う
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
新
設
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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1
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東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

（
子
ど
も
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ

る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
条 

子
ど
も
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ

る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
、
「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一

日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一

時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

（
短
期
の
介
護
休
暇
） 

第
二
十
四
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
六
条
の
四
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ

る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
四
条 

短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
六
条
の
四
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ

る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
、
「
一
時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
一

日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
職
員
に
限
り
一

時
間
を
単
位
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

議
長
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又

は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を

営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
前

条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

議
長
は
、
職
員
が
そ
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
疾

病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
の

介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 
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2
/2

 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

附 

則 
１ 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
●
号
）
附
則
第
二
項
及
び
附
則

第
三
項
の
規
定
は
、
介
護
を
行
う
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
新
設
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 
第
一
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
休
暇
） 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
八
条
の
二 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
八
条
の
二 

（
略
） 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
略
） 

二 

前
号
及
び
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
講
師
の

特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
規
則
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十

条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
三
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第

二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
勤
務
時
間
規
則
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
時
間
講

師
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
」
と
、
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
の

三
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る
の
は
「
一

の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

二 

前
号
及
び
次
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
講
師
の

特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
規
則
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十

条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
三
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第

二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
勤
務
時
間
規
則
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
時
間
講

師
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
」
と
、
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
の

三
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
中
「
一
の
年
」
と
あ
る
の
は
「
一

の
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

（
削
除
） 

３ 

条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
暇
の
う
ち
、
子
ど
も
の
看
護
休
暇
及

び
短
期
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
暇
を
申
請
す
る
学
校
に
お
い
て

一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
四
時
間
以
上
で
あ
る
時
間
講
師
に
限

り
一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
５ 

（
略
） 

５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
６ 
（
略
） 

６ 

第
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
講
師
が
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る

都
立
学
校
等
を
数
校
兼
ね
て
勤
務
し
て
い
る
場
合
の
特
別
休
暇
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

７ 
第
五
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
講
師
が
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る

都
立
学
校
等
を
数
校
兼
ね
て
勤
務
し
て
い
る
場
合
の
特
別
休
暇
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 
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第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
時
間
講
師
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等

内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日

常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の(

以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。) 

の

介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇 (

短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。)

 

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
時
間
講
師
が
そ
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の

親
族
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る

も
の(

以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。) 

の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇 

(

短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同

じ
。) 

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

第
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 
第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
二
十
二
条 
教
育
委
員
会
は
、
日
勤
講
師
が
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内

の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常

生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の(

以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。) 

の

介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇 (

短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。)

 

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
日
勤
講
師
が
そ
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親

族
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も

の(

以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。) 

の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
介
護
休
暇 

(

短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同

じ
。) 

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で 

（
略
） 

（
派
遣
） 

（
派
遣
） 

第
三
十
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

 

一 

第
九
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
五
項
、

第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
三
項 

 

一 

第
九
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
五
項
、

第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第

四
項
及
び
第
五
項 

 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
二 

（
略
） 

４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
三
十
八
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
八
条 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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